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私立学校運営費補助金（光熱費価格高騰分）
教育庁総務課

１ 目的
電力等の価格高騰の影響を受けている学校法人の負担軽減を図るため、光熱費の高騰分に対し助成する。

２ 概要
（１）対 象 者 高等学校を設置する学校法人（５法人）
（２）対象経費 光熱費（電気、ガス、灯油等）にかかる経費
（３）対象期間 令和６年１月から同年１２月まで
（４）補 助 率 １０／１０

３ 補正予算額
（ １１，１４２千円） ：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金１１，１４２千円

内訳 ・補助金 １１，１４２千円

《参考》予算の積算方法
各学校法人における令和６年の光熱費（見込額）のうち、価格高騰前の令和３年と比較してかかり増しと

なった経費について、消費者物価指数を基に電気、ガス、灯油等費目別に積算している。
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保育所等物価高騰対策事業
幼保推進課

１ 目的
食材料費の価格高騰の影響を受けている私立の幼稚園・保育所等の負担軽減を図るため、給食費（副食費）

の高騰分に対し助成する。

２ 概要
（１）補 助 先 市町村
（２）対象施設 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等（２３７施設、児童数１２，０００人）
（３）補助単価 児童１人当たり６，６６０円（年額）
（４）補 助 率 １／２（県１０／１０）

３ 補正予算額
（ ３９，９６０千円） ：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金３９，９６０千円

内訳 ・補助金 ３９，９６０千円

《参考》補助単価の算出方法
（副食費相当額[4,500円/月]×価格上昇率[19％]－公定価格改定の増額分[300円/月]）×12月＝6,660円
※副食費相当額は令和３年度基準
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公立学校情報機器整備臨時対策基金積立金
義務教育課

１ 目的
ＧＩＧＡスクール構想を推進し、公立小中学校等における情報通信技術を活用した教育の充実を図るため、

県及び市町村が行う学校における情報通信機器の整備に係る臨時の事業に充てる資金を基金に積み立てる。

２ 概要
令和７年度に県及び１５市町村が整備する学習者用端末・入出力支援装置について、国庫補助金を基金に積

み立てる。
また、基金の定期預金の預け替えによる運用益を基金に積み立てる。

３ 予算額
（ １，４２５，８００千円 ２，００９千円）１，４２７，８０９千円

：公立学校情報機器整備事業費補助金
内訳 ・積立金 １，４２７，８０９千円

（基金のイメージ）

文部科学省

基金造成経費を交付

都道府県（基金）

補助金交付

市町村

（参考１）令和７年度までの基金増減について （参考２）国の事業スキーム

（単位：千円）

積立 取崩 年度末残高（予定）

令和５年度 509,084 0 509,084

令和６年度 1,427,935 14,850 1,922,169

令和７年度 11,534 1,867,788 65,915

　＜１人１台端末・補助単価等＞
　・補助基準額：５５千円／台
　・予備機：１５％以内
　・補助率：３分の２
　※児童生徒全員分の端末（予備機含む）
　　が補助対象。
　＜入出力支援装置＞
　　視覚や聴覚、身体等に障害がある児童
　生徒の障害に対応した入出力支援装置
　（予備機含む）の整備を支援。
　・補助率：１０分の１０

※令和７年度の当初予算として利息分11,534千円のみを計上
　しているが、令和８年度の整備計画に合わせ令和７年度中
　に国庫補助金が交付される予定。
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ＡＫＩＴＡ ＤＸハイスクール・ラボラトリー事業
高校教育課

１ 目的
デジタルを活用した発展的な探究活動やものづくり教育を推進し、社会のＤＸ化や成長産業を支えるデジタ

ル人材育成の強化を図る。

２ 概要
（１）ＡＫＩＴＡ ＳＴＥＡＭ・ラボ ２７，０００千円

理数科における高大連携や学校間連携を重視した探究活動の充実
・対象 継続：５校（大館鳳鳴、能代、秋田、由利、湯沢）
・内容 生物顕微鏡、液体クロマトグラフ等の実験装置及び研究環境の整備

（２）ＡＫＩＴＡ ものづくり・ラボ １１１，０００千円
デジタルを活用した新たな価値を創出するものづくり教育の充実
・対象 継続：７校（能代科学技術、金足農業、大曲農業、秋田工業、由利工業、大曲工業、男鹿海洋）

新規：６校（秋田北鷹、増田、鹿角、大館桂桜、男鹿工業、湯沢翔北）
・内容 スマートグラス、高速３Ｄプリンター等の整備、デジタル化に対応した実習機器の活用

（３）ＡＫＩＴＡ クリエイティブ・ラボ １５，０００千円
中高一貫教育校におけるデジタルを活用したより発展的な探究活動の推進
・対象 継続：３校（大館国際情報学院、秋田南、横手清陵学院）
・内容 メタバース空間構築、音響設備等のデジタルを活用した学習空間の整備

（４）ＡＫＩＴＡ イノベイティブ・ラボ ３２，０００千円
デジタル探究コースにおけるデジタルを活用した体験的・創造的な学びの推進
・対象 新規：３校（新屋、仁賀保、横手城南）
・内容 高性能ＰＣ、高照度プロジェクター等、デジタルを活用した協働学習空間の整備
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（５）ＡＫＩＴＡ ＤＸネットワーク １０，０００千円
デジタルを活用した情報活用指導力の育成とラボラトリーを越えた学習成果の共有
・対象 新規：秋田県総合教育センター
・内容 デジタルを活用した域内横断的な学習空間及び県内全域にわたる配信拠点の整備

３ 予算額
（ １９５，０００千円） ：高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金１９５，０００千円

（高等学校ＤＸ加速化推進事業）
内訳 ・報償費 ２，６７０千円

・旅費 ２，４３３千円
・需用費 ８，８９１千円
・役務費 ８５千円
・委託料 ３１，２０１千円
・使用料 ７，５９１千円
・備品購入費 １４２，１２９千円

３Ｄプリンター活用の様子

スマートグラスを装着した生徒

ＳＴＥＡＭ教育◇

科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術・

リベラルアーツ(Arts)、数学(Mathematics)の頭文字を組合わせ

た造語。各教科等での学習を、実社会での問題発見・問題解決に

生かしていくための教科等横断的な学習をいう。

各校における研究内容の一例◇

・色素増感太陽電池の可能性（大館鳳鳴）

・三相交流を応用した発電機（能代）

・光による音の送信（湯沢）

・３次元版ピックの定理の発展（横手）

・ハイドロキシアパタイトの合成（秋田）

・野菜由来の界面活性剤の有用性（横手）
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（新）ＡＩの活用による英語教育強化事業
高校教育課

１ 目的
ＡＩを活用した効果的な指導法の研究及びその成果の普及を推進し、生徒の総合的な英語力の強化を図る。

２ 概要
（１）モデル校における英語の授業等でのＡＩ活用の推進 １４，６３０千円

（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ）・対象 ９校 鹿角 大館国際情報学院 能代松陽 秋田北 秋田南 由利 大曲 角館 横手清陵学院
・内容 ＡＩを活用した会話練習等による言語活動の充実及び効果的な授業モデルの構築

（２）ＡＩ英語活用リーダーによる実践及び普及 ３７０千円
・対象 モデル校英語教師（各校３名程度 、教育専門監、指導主事等）
・内容 授業等でＡＩを活用した効果的な指導法の研究及び県内への普及

３ 予算額
（ １５，０００千円）１５，０００千円

：教育委員会受託事業収入

内訳 ・報償費 ２００千円
・旅費 １７０千円
・委託料 １４，６３０千円

ＡＩを活用した学習のイメージ
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物価高騰の影響に伴う指定管理者への支援について

生涯学習課
１ 目的

所管する公の施設の指定管理者に対し、物価高騰によりかかり増しとなった光熱費について、収入に占める
指定管理料の割合（公費負担割合）に応じて助成する。

２ 概要
（１）対 象 者 秋田県立美術館指定管理者 公益財団法人平野政吉美術財団
（２）対象経費 光熱費の収支計画からの増加分
（３）対象期間 令和６年３月から令和７年２月まで
（４）補 助 額 公費負担割合に基づき算出

※秋田県立美術館は指定管理料制施設であり、公費負担割合は１００％となる。

３ 予算額
（ ７，４８５千円） ※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当予定７，４８５千円

補助額：対象経費10✕公費負担割合100%＝10

指定管理料100

支出

収入

対象経費

〈指定管理料制施設への支援イメージ〉

対象期間における収支実績

合計110

合計100（公費負担割合100%）

光熱費

その他70 当初30 増10
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公の施設の指定管理者の指定について
生涯学習課

１ 指定管理施設
秋田県立美術館

２ 指定管理期間
令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで（２年間）

３ 指名団体（指定管理者指定申請書提出者）
公益財団法人平野政吉美術財団

４ 指定管理者の候補者の選定状況
（１）選定委員会の開催

令和７年１月１５日（水）
（２）選定委員

区 分 氏 名 職 名 等 専門分野等
委員長 小 林 栄 幸 秋田県教育庁教育次長
委 員 長 瀬 達 也 国立大学法人秋田大学大学院教育学研究科教授 教育学
委 員 滝 沢 貴 志 滝沢貴志税理士事務所税理士 企業財務
委 員 吉 川 ひかる 秋田県社会教育委員連絡協議会理事 社会教育関係
委 員 佐々木 美 香 秋田市地域おこし協力隊 公募委員
委 員 古 屋 桃 香 秋田県教育庁生涯学習課長

（３）選定方法及び結果
別紙「秋田県立美術館に係る指定管理者の候補者選定委員会における選定の方法及び結果について」のとお

り、公益財団法人平野政吉美術財団を選定した。

５ 今後の予定
指定管理者の指定の議決が得られた後は、指定管理に係る指定の公告及び協定書の締結を行う。
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秋田県立美術館に係る指定管理者の候補者選定委員会における選定の方法及び結果について

● 選定の方法

１ 申請者から提出された事業計画書等により、選定基準に沿って設定した審査項目ごとに各委員が評価（評点付け）を行った。

（評 点）

５点：特に優れている ４点：優れている ３点：やや優れている ２点：やや劣っている １点：劣っている

２ 全委員の評点を合計し、選定基準のウエイトをもとに評点の合計を１００点換算した（満点を１００点として再計算 。）

なお、審査項目の評点中 「やや優れている」と評価した場合の合計点である６０点を、指定管理者の候補者として選定するための、

目安とする基準点とした。
（申請者の評点については、下記の「評点表」を参照）

３ 委員間で総合的観点から議論・検討し、指定管理者の候補者を選定した。
（議論・検討の概要については、下記の「総合評価（選定結果 」を参照））

○ 評点表

１ 県民の平等利用の ２ 施設の設置目的の ３ 効率的な管理 ４ 適正かつ確実な ５ その他必要事項 ６ 県の施策推進に

確保 効果的な達成 の実現 管理を行う能力 係る項目 合 計申請者
(適合しなければ （配点：25点） （配点：20点） （配点：30点） （配点：15点） （配点：10点） (満点：100点)

失格)

公益財団法人

適合 21.3 16.3 24.2 12.2 8.5 82.5平野政吉美術財団

■ 総合評価（選定結果）

○ 申請者は、平成１８年度から指定管理業務を受託し、これまで管理運営業務を着実に実施してきた実績を有しており、公益財団法人と
しても適正な運営が行われている。

○ 申請者から提出された事業計画は、藤田嗣治の作品を中心とした展示のほか、企画展示や特別展の開催などにより、秋田県立美術館の
特徴を活かした集客の工夫が図られる計画となっている。

○ 美術館教室、ワークショップの開催のほか、小中学校をはじめとした学習活動の受け入れなど、多様な教育普及事業を行うこととして

ており、展示以外の事業にも積極的に取り組むこととされている。

○ 財団の財務指標から、申請者の経営状況は健全かつ安全と評価できる。

◎ 換算後の全委員の評点が基準点を上回り、指定管理者の候補者としての適格性が認められたことから、公益財団法人平野政吉美術財団

を指定管理者の候補者として選定することに決定した。
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